
別記様式第１号（第４条第１項関係） 

第１面　Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ

（日本産業規格Ａ列４）

 ※　認定番号

技 能 実 習 計 画 　 認 定 申 請 書

年 月 日

外国人技能実習機構　理事長　殿

申請者 ㊞

次の技能実習計画について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第８条第１

項の認定を申請します。

（団体監理型技能実習に係るものである場合）

申請に係る技能実習計画の作成につき、申請者を指導したことを証明します。

監理団体 ㊞

（注意） 
１　第１面上方の申請者欄には、申請者の氏名又は名称を記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。 
２　※印欄には、記載しないこと。



別記様式第１号（第４条第１項関係） 

第２面　Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ

（日本産業規格Ａ列４）

技 能 実 習 計 画

作成日： 年 月 日

１申

請者

①実習実施者届出受理番号

（ふりがな） 
②氏名又は名称

③住所

〒

（電話　　　　　　　　　）

法
人

（ふりがな） 
④代表者の氏名

⑤法人番号

（ふりがな） 
⑥役員の氏名、役職名及び
住所

①

②

③

④

⑤

⑥

氏名 役職名 住所
〒　　　－

〒　　　－

〒　　　－

〒　　　－

〒　　　－

〒　　　－

⑦業種
大分類（　　 、 ）

小分類（     、 ）

２技能

実習を

行わせ

る事業

所

（ふりがな）

①名称

②所在地

〒

（電話　　　　　　　　　）

（ふりがな） 
③技能実習責任者の氏名
及び役職名

役
職
名



（ふりがな） 
④技能実習指導員の氏名
及び役職名

役
職
名

（ふりがな） 
⑤生活指導員の氏名及び
役職名

役
職
名

３技能

実習生

①氏名
ローマ字

漢字

②国籍（国又は地域）

③生年月日、年齢及び性別 年 月 日 （　　  才） 性別（　　　　・　　　 ）男 女

④帰国期間 年 月（ 年 月 日～ 年 月 日）

４技能実習の区分

Ａ(第一号企業単独型技能実習)

Ｂ(第二号企業単独型技能実習)

Ｃ(第三号企業単独型技能実習)

Ｄ(第一号団体監理型技能実習)

Ｅ(第二号団体監理型技能実習)

Ｆ(第三号団体監理型技能実習)

５技能

実習の

内容

 

①移行対象職種・作業の場合

コード番号（ 　　　　　　 ）

職種名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

作業名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

複数実施の場合

コード番号（ 　　　　　　 ）

職種名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

作業名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②移行対象職種・作業以外
の場合

③入国後講習  第３面「入国後講習実施予定表」のとおり

入国前講習実施の有無 有 無

④実習
 第1号技能実習にあっては第４面「実習実施予定表」、第2号技能実習 
又は第3号技能実習にあっては第5面「実習実施予定表（1年目）」及び 
第6面「実習実施予定表（2年目）」のとおり

 

６技能実習の目標

技能検定

技能実習評価試験

その他

（試験名： 、級： 　　　  ）

（試験名： 、級： 　　　  ）

（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　 　　　 ）

複数実施の場合

技能検定

技能実習評価試験

その他

（試験名： 、級： 　　　  ）

（試験名： 、級： 　　　  ）

（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　 　　　 ）

７前段 

階の目 

標の達 

成状況

 

①目標の達成

技能検定

技能実習評価試験

（試験名： 、級： 　　　  ）

（試験名： 、級： 　　　  ）

複数実施の場合

技能検定

技能実習評価試験

その他

（試験名： 、級： 　　　  ）

（試験名： 、級： 　　　  ）

（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　 　　　 ）

②前段階の技能実習計画の
認定番号

８技能実習の期間及び時間数

延べ期間 年 月 日間

（ 年 月 日～ 年 月 日）

合計時間 時間 （入国後講習 時間、実習 時間）



９
団
体
監
理
型
技
能
実
習

①監理団体の許可番号

②監理団体の許可の別 一般監理事業 特定監理事業

（ふりがな）

③監理団体の名称

④監理団体の住所

〒

（電話　　　　　　　　　）

（ふりがな）

⑤監理団体の代表者の氏名

（ふりがな）

⑥監理責任者の氏名

（ふりがな）

⑦担当事業所の名称

⑧担当事業所の所在地

〒

（電話　　　　　　　　　）

（ふりがな）

⑨計画指導担当者の氏名

⑩取次送出機関の氏名又は名称

10技能実習生
の待遇

①報酬

賃金 月給 日給 時給・ ・ 円

講習手当 円

その他

円

円

円

円

円

②雇用契約期間
期間の定め（

有 無・ ）（ 年 月 日～ 年 月 日）

③労働時間及び休憩
時 分　～　 時 分

（休憩： 時 分　～　 時 分　）

④所定労働時間 　年間　 時間　／　週平均　 時間　

⑤休日

日 月 火 水 木 金 土

日

日

日

日

日



⑥休暇

日

日

日

日

日

⑦宿泊施設 〒

⑧技能実習生が定 
期に負担する費用

食費　 円　、　居住費　 円

その他 円

円

円

円

円

11備考

（注意） 
１　１欄の①は、この申請を行うまでに、既に法第17条の規定による実施の届出を行い、実習実施者届出受

理番号を得ている者については記載すること。 
２　１欄の④及び⑥について、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙の

とおり」と記載し、別紙を添付すること。 
３　１欄の⑦は、日本標準産業分類の大分類及び小分類の記号及び名称を記載すること。 
４　２欄について、技能実習を行わせる事業所が複数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができ

ないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。 
５　３欄の①は、ローマ字で旅券（未発給の場合、発給申請において用いるもの）と同一の氏名を記載するほ

か、漢字の氏名がある場合にはローマ字の氏名と併せて、漢字の氏名も記載すること。 
６　３欄の④は、第３号技能実習に係る申請である場合には、第２号技能実習の終了後第３号技能実習の開始

までの間又は第3号技能実習開始から1年以内における本国への一時帰国の期間（一時帰国する予定の期間
を含む。）を記載すること。帰国期間が複数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができないと
きは、同欄に「別紙のとおり。」と記載し、別紙を添付すること。 

７　５欄の①及び②について、移行対象職種・作業である場合には、主務大臣が別途定めるコード表を参照し
た上でコード番号、職種名及び作業名を記載すること。移行対象職種・作業でない第１号技能実習に係る技
能実習計画である場合には、技能実習の内容が分かるように具体的に記載すること。 

８　５欄の①について、複数の職種及び作業を実施する場合には、技能検定又は技能実習評価試験の合格に係
る目標を定めた職種及び作業については、コード番号、職種名及び作業名を記載し、その他の職種及び作業
については、複数実施の場合の欄にコード番号を全て記載すること。また、複数の職種及び作業を実施する
理由を11欄に記載すること。 

９　５欄の③及び④は、技能実習の区分に応じた所定の様式で作成し、提出すること。 
10　５欄の③につき入国前講習を実施している場合には、その内容について別紙により提出すること。 
11　６欄及び７欄について、複数の職種及び作業を実施する場合には、主たる職種及び作業については、上欄

に記載し、主たる職種及び作業以外の職種及び作業については、下欄の複数実施の場合の欄に記載すること。 
12　６欄について、その他の欄にチェックマークを付す場合には、目標とする業務内容、水準等を具体的に記

載すること。 
13　７欄について、第２号技能実習に係る申請である場合には第１号技能実習に係る技能実習計画において定

めた目標の達成状況を、第３号技能実習に係る申請である場合には第２号技能実習に係る技能実習計画にお
いて定めた目標の達成状況を記載すること。 

14　８欄について、技能実習の期間が複数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、
同欄に「別紙のとおり。」と記載し、別紙を添付すること。 

15　10欄の②について、雇用契約期間が複数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができないと
きは、同欄に「別紙のとおり。」と記載し、別紙を添付すること。 

16　11欄には、認定の申請に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。その他伝達事項があれば
併せて記載すること。



別記様式第１号（第４条第１項関係） 

第７面　Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ

（日本産業規格Ａ列４）

申請者は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第10条各号に規定する以下に
掲げる欠格事由のいずれにも該当しないことを誓約します。

 

○　外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）（抄） 

　（認定の欠格事由） 

第十条　次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。 

一　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない 

  者 

二　この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定（第四号に規定する規定を除く。）であって政令で定め

るもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなった日から起算して五年を経過しない者 

三　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）の規定（同法第五十条（第二号に係る部

分に限る。）及び第五十二条の規定を除く。）により、又は刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四条、第二百六条、

第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正

十五年法律第六十号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なった日から起算して五年を経過しない者 

四　健康保険法（大正十一年法律第七十号）第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法（昭

和十四年法律第七十三号）第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法（昭和二十二

年法律第五十号）第五十一条前段若しくは第五十四条第一項（同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。）、厚生年金

保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項（同法第百二条又は第百三条の

二の規定に係る部分に限る。）、労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）第四十六条前段

若しくは第四十八条第一項（同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。）又は雇用保険法（昭和四十九年法律第百十

六号）第八十三条若しくは第八十六条（同法第八十三条の規定に係る部分に限る。）の規定により、罰金の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 

五　心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行うことができない者として主務省令に定めるもの 

六　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

七　第十六条第一項の規定により実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者 

八　第十六条第一項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合（同項第三号の規定により実習認定を取り消

された場合については、当該法人が第二号又は第四号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。）に

おいて、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、

執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を

執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号、

第二十五条第一項第五号及び第二十六条第五号において同じ。）であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過

しないもの 

九　第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者 

十　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」

という。）又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者（第十三号及び第二十六条第六号において「暴力団員等」

という。） 

十一　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該

当するもの 

十二　法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 

十三　暴力団員等がその事業活動を支配する者

○　外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令（平成二十九年政令第百三十六号）（抄） 

　 （法第十条第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの） 

第一条　外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（以下「法」という。）第十条第二号の出入国又

は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一　労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第百十七条（船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第八十九条

第一項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号。以下

「労働者派遣法」という。）第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。）、第百十八条第一項（労働基準法第

六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。）、第百十九条（同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条

の規定に係る部分に限る。）及び第百二十条（同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分

に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定 

二　船員法（昭和二十二年法律第百号）第百二十九条（同法第八十五条第一項の規定に係る部分に限る。）、第百三十条（同

法第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十五条及び第六十六条（同法第八十八条の二の二第四項及び第五項

並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。）の規定に係る部分に限る。）及び第百三十一条（第一号（同

法第五十三条第一項及び第二項、第五十四条、第五十六条並びに第五十八条第一項の規定に係る部分に限る。）及び第三



　号に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第百三十五条第一項の規定（これらの規定が船員職業安定

法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。）

三　職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第六十三条、第六十四条、第六十五条（第一号を除く。）及び第六十六

条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定 

四　船員職業安定法第百十一条から第百十五条までの規定 

五　出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第七十一条の三、第七十一条の四、第七十三条の二、第

七十三条の四から第七十四条の六の三まで、第七十四条の八及び第七十六条の二の規定 

六　最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定 

七　労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二

号）第四十条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定及び当該規定に係る同条第二項の規定 

八　建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第四十九条、第五十条及び第五十一条（第二

号及び第三号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定 

九　賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条

の規定 

十　労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定 

十一　港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号）第四十八条、第四十九条（第一号を除く。）及び第五十一条（第二号及び

第三号に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定 

十二　中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年

法律第五十七号）第十九条、第二十条及び第二十一条（第三号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二

条の規定 

十三　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第六十二条か

ら第六十五条までの規定 

十四　林業労働力の確保の促進に関する法律（平成八年法律第四十五号）第三十二条、第三十三条及び第三十四条（第三号

を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定 

十五　労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規

定、船員職業安定法第八十九条第七項の規定により適用される船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定並びに労

働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第百十九条及び第

百二十二条の規定 

 

○　外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則（平成二十八年法務省・厚生労働省省令第三

号）（抄） 

　（技能実習に関する業務を適正に行うことができない者） 

第十六条の二　法第十条第五号（法第十一条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で定めるものは、精神の機能

の障害により技能実習に関する業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

とする。



【提出】技能実習計画　認定申請書

★申請時には本ページも印刷して提出頂くようお願いいたします★

2020/10/12

進行管理スキャン用


別記様式第１号（第４条第１項関係）
第１面　Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ
（日本産業規格Ａ列４）
 ※　認定番号
技能実習計画　認定申請書
年
月
日
外国人技能実習機構　理事長　殿
申請者
㊞
次の技能実習計画について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第８条第１項の認定を申請します。
（団体監理型技能実習に係るものである場合）
申請に係る技能実習計画の作成につき、申請者を指導したことを証明します。
監理団体
㊞
（注意） １　第１面上方の申請者欄には、申請者の氏名又は名称を記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。 ２　※印欄には、記載しないこと。
別記様式第１号（第４条第１項関係）
第２面　Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ
（日本産業規格Ａ列４）
技能実習計画
作成日：
年
月
日
１申請者
①実習実施者届出受理番号
（ふりがな）
 ②氏名又は名称
③住所
〒
（電話　　　　　　　　　）
法人
（ふりがな）
 ④代表者の氏名
⑤法人番号
（ふりがな）
⑥役員の氏名、役職名及び住所
①
②
③
④
⑤
⑥
氏名
役職名
住所
〒　　　－
〒　　　－
〒　　　－
〒　　　－
〒　　　－
〒　　　－
..\empty\empty.gif
役員の氏名、役職名及び住所は別紙1に記載してください。
⑦業種
大分類（　　 、
）
小分類（     、
）
２技能実習を行わせる事業所
（ふりがな）
①名称
②所在地
〒
（電話　　　　　　　　　）
（ふりがな）
 ③技能実習責任者の氏名及び役職名
役職名
（ふりがな）
④技能実習指導員の氏名及び役職名
役職名
（ふりがな）
 ⑤生活指導員の氏名及び役職名
役職名
３技能実習生
①氏名
ローマ字
漢字
②国籍（国又は地域）
③生年月日、年齢及び性別
年
月
日
（　　  才）
性別（　　　　・　　　 ）
④帰国期間
年
月（
年
月
日～
年
月
日）
４技能実習の区分
５技能実習の内容
 ①移行対象職種・作業の場合
コード番号（ 　　　　　　 ）
職種名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
作業名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
複数実施の場合
コード番号（ 　　　　　　 ）
職種名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
作業名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
②移行対象職種・作業以外の場合
③入国後講習
 第３面「入国後講習実施予定表」のとおり
入国前講習実施の有無
④実習
 第1号技能実習にあっては第４面「実習実施予定表」、第2号技能実習 又は第3号技能実習にあっては第5面「実習実施予定表（1年目）」及び 第6面「実習実施予定表（2年目）」のとおり
 ６技能実習の目標
（試験名：
、級： 　　　  ）
（試験名：
、級： 　　　  ）
（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　 　　　 ）
複数実施の場合
（試験名：
、級： 　　　  ）
（試験名：
、級： 　　　  ）
（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　 　　　 ）
７前段 階の目 標の達 成状況
 ①目標の達成
（試験名：
、級： 　　　  ）
（試験名：
、級： 　　　  ）
複数実施の場合
（試験名：
、級： 　　　  ）
（試験名：
、級： 　　　  ）
（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　 　　　 ）
②前段階の技能実習計画の認定番号
８技能実習の期間及び時間数
延べ期間
年
月
日間
（
年
月
日～
年
月
日）
合計時間
時間
（入国後講習
時間、実習
時間）
９団体監理型技能実習
①監理団体の許可番号
②監理団体の許可の別
（ふりがな）
③監理団体の名称
④監理団体の住所
〒
（電話　　　　　　　　　）
（ふりがな）
⑤監理団体の代表者の氏名
（ふりがな）
⑥監理責任者の氏名
（ふりがな）
⑦担当事業所の名称
⑧担当事業所の所在地
〒
（電話　　　　　　　　　）
（ふりがな）
⑨計画指導担当者の氏名
⑩取次送出機関の氏名又は名称
10技能実習生の待遇
①報酬
賃金
・
・
円
講習手当
円
その他
円
円
円
円
円
②雇用契約期間
期間の定め（
・
）
（
年
月
日～
年
月
日）
③労働時間及び休憩
時
分　～　
時
分
（休憩：
時
分　～　
時
分　）
④所定労働時間
　年間　
時間　／　週平均　
時間　
⑤休日
日
日
日
日
日
⑥休暇
日
日
日
日
日
⑦宿泊施設
〒
⑧技能実習生が定 期に負担する費用
食費　
円　、　居住費　
円
その他
円
円
円
円
円
11備考
（注意）
１　１欄の①は、この申請を行うまでに、既に法第17条の規定による実施の届出を行い、実習実施者届出受理番号を得ている者については記載すること。
２　１欄の④及び⑥について、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
３　１欄の⑦は、日本標準産業分類の大分類及び小分類の記号及び名称を記載すること。
４　２欄について、技能実習を行わせる事業所が複数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
５　３欄の①は、ローマ字で旅券（未発給の場合、発給申請において用いるもの）と同一の氏名を記載するほか、漢字の氏名がある場合にはローマ字の氏名と併せて、漢字の氏名も記載すること。
６　３欄の④は、第３号技能実習に係る申請である場合には、第２号技能実習の終了後第３号技能実習の開始までの間又は第3号技能実習開始から1年以内における本国への一時帰国の期間（一時帰国する予定の期間を含む。）を記載すること。帰国期間が複数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり。」と記載し、別紙を添付すること。
７　５欄の①及び②について、移行対象職種・作業である場合には、主務大臣が別途定めるコード表を参照した上でコード番号、職種名及び作業名を記載すること。移行対象職種・作業でない第１号技能実習に係る技能実習計画である場合には、技能実習の内容が分かるように具体的に記載すること。
８　５欄の①について、複数の職種及び作業を実施する場合には、技能検定又は技能実習評価試験の合格に係る目標を定めた職種及び作業については、コード番号、職種名及び作業名を記載し、その他の職種及び作業については、複数実施の場合の欄にコード番号を全て記載すること。また、複数の職種及び作業を実施する理由を11欄に記載すること。
９　５欄の③及び④は、技能実習の区分に応じた所定の様式で作成し、提出すること。
10　５欄の③につき入国前講習を実施している場合には、その内容について別紙により提出すること。
11　６欄及び７欄について、複数の職種及び作業を実施する場合には、主たる職種及び作業については、上欄に記載し、主たる職種及び作業以外の職種及び作業については、下欄の複数実施の場合の欄に記載すること。
12　６欄について、その他の欄にチェックマークを付す場合には、目標とする業務内容、水準等を具体的に記載すること。
13　７欄について、第２号技能実習に係る申請である場合には第１号技能実習に係る技能実習計画において定めた目標の達成状況を、第３号技能実習に係る申請である場合には第２号技能実習に係る技能実習計画において定めた目標の達成状況を記載すること。
14　８欄について、技能実習の期間が複数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり。」と記載し、別紙を添付すること。
15　10欄の②について、雇用契約期間が複数あり、その記載事項の全てを欄内に記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり。」と記載し、別紙を添付すること。
16　11欄には、認定の申請に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。その他伝達事項があれば併せて記載すること。
別記様式第１号（第４条第１項関係）
第７面　Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ
（日本産業規格Ａ列４）
申請者は外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第10条各号に規定する以下に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないことを誓約します。
 ○　外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）（抄） 　（認定の欠格事由） 第十条　次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受けることができない。 
一　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない
  者
二　この法律の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定（第四号に規定する規定を除く。）であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）の規定（同法第五十条（第二号に係る部分に限る。）及び第五十二条の規定を除く。）により、又は刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
四　健康保険法（大正十一年法律第七十号）第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）第五十一条前段若しくは第五十四条第一項（同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。）、厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項（同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。）、労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）第四十六条前段若しくは第四十八条第一項（同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。）又は雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第八十三条若しくは第八十六条（同法第八十三条の規定に係る部分に限る。）の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
五　心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行うことができない者として主務省令に定めるもの
六　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
七　第十六条第一項の規定により実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
八　第十六条第一項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合（同項第三号の規定により実習認定を取り消された場合については、当該法人が第二号又は第四号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。）において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号、第二十五条第一項第五号及び第二十六条第五号において同じ。）であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
九　第八条第一項の認定の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
十　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者（第十三号及び第二十六条第六号において「暴力団員等」という。）
十一　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十二　法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十三　暴力団員等がその事業活動を支配する者
○　外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令（平成二十九年政令第百三十六号）（抄）
　 （法第十条第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの）
第一条　外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（以下「法」という。）第十条第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一　労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第百十七条（船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第八十九条第一項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。）第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。）、第百十八条第一項（労働基準法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。）、第百十九条（同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。）及び第百二十条（同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定
二　船員法（昭和二十二年法律第百号）第百二十九条（同法第八十五条第一項の規定に係る部分に限る。）、第百三十条（同法第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十五条及び第六十六条（同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。）の規定に係る部分に限る。）及び第百三十一条（第一号（同法第五十三条第一項及び第二項、第五十四条、第五十六条並びに第五十八条第一項の規定に係る部分に限る。）及び第三
　号に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第百三十五条第一項の規定（これらの規定が船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。）
三　職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第六十三条、第六十四条、第六十五条（第一号を除く。）及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定
四　船員職業安定法第百十一条から第百十五条までの規定
五　出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第七十一条の三、第七十一条の四、第七十三条の二、第七十三条の四から第七十四条の六の三まで、第七十四条の八及び第七十六条の二の規定
六　最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
七　労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）第四十条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定及び当該規定に係る同条第二項の規定
八　建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第四十九条、第五十条及び第五十一条（第二号及び第三号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
九　賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
十　労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定
十一　港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号）第四十八条、第四十九条（第一号を除く。）及び第五十一条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
十二　中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年法律第五十七号）第十九条、第二十条及び第二十一条（第三号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
十三　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第六十二条から第六十五条までの規定
十四　林業労働力の確保の促進に関する法律（平成八年法律第四十五号）第三十二条、第三十三条及び第三十四条（第三号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
十五　労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定、船員職業安定法第八十九条第七項の規定により適用される船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第百十九条及び第百二十二条の規定
○　外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則（平成二十八年法務省・厚生労働省省令第三号）（抄）
　（技能実習に関する業務を適正に行うことができない者）
第十六条の二　法第十条第五号（法第十一条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により技能実習に関する業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
【提出】技能実習計画　認定申請書
★申請時には本ページも印刷して提出頂くようお願いいたします★
2020/10/12
進行管理スキャン用
6.5.0.20190623.1.935818.933212
外国人技能実習機構
技能実習計画認定申請書 (省令様式第１号)
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
農業，林業
漁業
鉱業，採石業，砂利採取業
建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業，郵便業
卸売業，小売業
金融業，保険業
不動産業，物品賃貸業
学術研究，専門・技術サービス業
宿泊業，飲食サービス業
生活関連サービス業，娯楽業
教育，学習支援業
医療，福祉
複合サービス事業
サービス業（他に分類されないもの）
公務（他に分類されるものを除く）
分類不能の産業
管理，補助的経済活動を行う事業所（09食料品製造業）
畜産食料品製造業
水産食料品製造業
野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
調味料製造業
糖類製造業
精穀・製粉業
パン・菓子製造業
動植物油脂製造業
その他の食料品製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（10飲料・たばこ・飼料製造業）
清涼飲料製造業
酒類製造業
茶・コーヒー製造業（清涼飲料を除く）
製氷業
たばこ製造業
飼料・有機質肥料製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（11繊維工業）
製糸業，紡績業，化学繊維・ねん糸等製造業
織物業
ニット生地製造業
染色整理業
綱・網・レース・繊維粗製品製造業
外衣・シャツ製造業（和式を除く）
下着類製造業
和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業
その他の繊維製品製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（12木材・木製品製造業）
製材業，木製品製造業
造作材・合板・建築用組立材料製造業
木製容器製造業（竹，とうを含む）
その他の木製品製造業(竹，とうを含む)
管理，補助的経済活動を行う事業所（13家具・装備品製造業）
家具製造業
宗教用具製造業
建具製造業
その他の家具・装備品製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（14パルプ・紙・紙加工品製造業）
パルプ製造業
紙製造業
加工紙製造業
紙製品製造業
紙製容器製造業
その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（15印刷・同関連業）
印刷業
製版業
製本業，印刷物加工業
印刷関連サービス業
管理，補助的経済活動を行う事業所（16化学工業）
化学肥料製造業
無機化学工業製品製造業
有機化学工業製品製造業
油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業
医薬品製造業
化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
その他の化学工業
管理，補助的経済活動を行う事業所（17石油製品・石炭製品製造業）
石油精製業
潤滑油・グリース製造業（石油精製業によらないもの）
コークス製造業
舗装材料製造業
その他の石油製品・石炭製品製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（18プラスチック製品製造業）
プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業
プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業
工業用プラスチック製品製造業
発泡・強化プラスチック製品製造業
プラスチック成形材料製造業（廃プラスチックを含む）
その他のプラスチック製品製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（19ゴム製品製造業）
タイヤ・チューブ製造業
ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業
ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業
その他のゴム製品製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（20なめし革・同製品・毛皮製造業）
なめし革製造業
工業用革製品製造業（手袋を除く）
革製履物用材料・同附属品製造業
革製履物製造業
革製手袋製造業
かばん製造業
袋物製造業
毛皮製造業
その他のなめし革製品製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（21窯業・土石製品製造業）
ガラス・同製品製造業
セメント・同製品製造業
建設用粘土製品製造業（陶磁器製を除く)
陶磁器・同関連製品製造業
耐火物製造業
炭素・黒鉛製品製造業
研磨材・同製品製造業
骨材・石工品等製造業
その他の窯業・土石製品製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（22鉄鋼業）
製鉄業
製鋼・製鋼圧延業
製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材を除く）
表面処理鋼材製造業
鉄素形材製造業
その他の鉄鋼業
管理，補助的経済活動を行う事業所（23非鉄金属製造業）
非鉄金属第1次製錬・精製業
非鉄金属第2次製錬・精製業（非鉄金属合金製造業を含む）
非鉄金属・同合金圧延業（抽伸，押出しを含む）
電線・ケーブル製造業
非鉄金属素形材製造業
その他の非鉄金属製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（24金属製品製造業）
ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業
洋食器・刃物・手道具・金物類製造業
暖房・調理等装置,配管工事用附属品製造業
建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む)
金属素形材製品製造業
金属被覆・彫刻業，熱処理業（ほうろう鉄器を除く）
金属線製品製造業（ねじ類を除く)
ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
その他の金属製品製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（25はん用機械器具製造業）
ボイラ・原動機製造業
ポンプ・圧縮機器製造業
一般産業用機械・装置製造業
その他のはん用機械・同部分品製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（26生産用機械器具製造業）
農業用機械製造業（農業用器具を除く）
建設機械・鉱山機械製造業
繊維機械製造業
生活関連産業用機械製造業
基礎素材産業用機械製造業
金属加工機械製造業
半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業
その他の生産用機械・同部分品製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（27業務用機械器具製造業）
事務用機械器具製造業
サービス用・娯楽用機械器具製造業
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
医療用機械器具・医療用品製造業
光学機械器具・レンズ製造業
武器製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（28電子部品・デバイス・電子回路製造業）
電子デバイス製造業
電子部品製造業
記録メディア製造業
電子回路製造業
ユニット部品製造業
その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（29電気機械器具製造業）
発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業
産業用電気機械器具製造業
民生用電気機械器具製造業
電球・電気照明器具製造業
電池製造業
電子応用装置製造業
電気計測器製造業
その他の電気機械器具製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（30情報通信機械器具製造業）
通信機械器具・同関連機械器具製造業
映像・音響機械器具製造業
電子計算機・同附属装置製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（31輸送用機械器具製造業）
自動車・同附属品製造業
鉄道車両・同部分品製造業
船舶製造・修理業，舶用機関製造業
航空機・同附属品製造業
産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
その他の輸送用機械器具製造業
管理，補助的経済活動を行う事業所（32その他の製造業）
貴金属・宝石製品製造業
装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業（貴金属・宝石製を除く）
時計・同部分品製造業
楽器製造業
がん具・運動用具製造業
ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業
漆器製造業
畳等生活雑貨製品製造業
他に分類されない製造業
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
ベトナム
中国
フィリピン
インドネシア
タイ
カンボジア
ミャンマー
モンゴル
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アメリカ合衆国
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ
イエメン
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア
オーストリア
オマーン
オランダ
ガーナ
カーボヴェルデ
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
ギニア
ギニアビサウ
キプロス
キューバ
ギリシャ
キリバス
キルギス
グアテマラ
クウェート
グルジア
グレナダ
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コソボ共和国
コモロ
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
ザイール
サウジアラビア
サモア
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジャマイカ
シリア
シンガポール
ジンバブエ
スイス
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セルビア・モンテネグロ
セルビア共和国
セントクリストファー・ネーヴィス
セントビンセント
セントルシア
ソマリア
ソロモン
タジキスタン
タヒチ
タンザニア
チェコ
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
ドイツ
トーゴ
ドミニカ
ドミニカ共和国
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニカラグア
ニジェール
ニューカレドニア
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
パラオ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ
ハンガリー
バングラデシュ
フィジー
フィンランド
ブータン
ブラジル
フランス
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ
ブルンジ
ベナン
ベネズエラ
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マーシャル
マカオ（澳門）
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
マレーシア
ミクロネシア
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北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
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無
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